
救急病院７月後期宿日直予定表 （注）診療科目は変更される場合があります。事前に救急テレホンサービスへ問い合わせを

保健師・助産師（必要に
応じて小児科医）による

電 話 相 談
＃8000（プッシュ回線の固定電話）　03-5285-8898（プッシュ回線以外の固定電話、携帯、ＰＨＳ等）
○小児救急医療に関する相談・育児相談・母子の健康相談全般　※電話相談のため医師が診断をするものではありません
○月曜～金曜日（祝日を除く）の午後５時～１０時／土曜・日曜日、祝日、年末年始の午前９時～午後５時

■花輪病院（�582-0061）

■市立病院（�581-2677）
お願い…市立病院の土曜・日曜日は大変混雑しています。急病の患者さまやかかりつけ医紹介の患者さま

の診療を中心に行っています。ご理解とご協力をよろしくお願いします。

内＝内科、外＝外科、小＝小児科、耳鼻＝耳鼻咽喉科、整形＝整形外科、泌尿＝泌尿器科、眼＝眼科、皮膚＝皮膚科、消＝消化器科

３１
（土）

３０
（金）

２９
（木）

２８
（水）

２７
（火）

２６
（月）

２５
（日）

２４
（土）

２３
（金）

２２
（木）

２１
（水）

２０
（火）

１９
（祝）

１８
（日）

１７
（土）

１６
（金）

１５
（木）
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３１
（土）

３０
（金）

２９
（木）

２８
（水）

２７
（火）

２６
（月）

２５
（日）

２４
（土）

２３
（金）

２２
（木）

２１
（水）

２０
（火）

１９
（祝）

１８
（日）

１７
（土）

１６
（金）

１５
（木）
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凡例　■日 日時 ■場 会場 ■集 集合時間・場所 ■内 内容 ■師 講師 ■対 対象・資格 ■定 定員 ■費 費用 ■持 持ち物 ■他 その他 ■申 申込方法 ■問 問合せ先
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診療までお待ちいただくことがあります。ご了承ください。

１８日

１９日

２５日

７月後期休日診療医
診療時間　９：００～１７：００

○東京消防庁救急相談センター
　�＃7119（携帯電話、PHS、プッ
シュ回線から）
　�521－2323
○日野消防署 �581－0119
　豊田出張所 �582－0119
　高幡出張所 �592－0119
○東京都保健医療情報センター
　ひまわり�03－5272－0303
　外国人専用�03－5285－8181
　（9：00～20：00）

救 急 診 療
必ず保険証をご持参ください

休日準夜診療所
（内科・小児科）

平日準夜こども
応急診療所（小児科）

休 日 歯 科
応 急 診 療 所

救急テレホンサービス
《２４時間医療機関案内》
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（
や
ま
し
た
・
し
ょ

う
。
平
成　

年
７
月　

日
午
後
７

２１

２６

時　

分
生
ま
れ
。
父
・
整
さ
ん
、

１６
母
・
美
樹
さ
ん
。
旭
が
丘
在
住
）

　

お
め
め
く
り
く
り
、
髪
は
く
る

く
る
い
つ
も
ニ
コ
ニ
コ
元
気
な
将

ち
ゃ
ん
。
大
き
く
生
ま
れ
て
丸
々

太
っ
て
い
ま
す
。
パ
パ
と
入
る
お

風
呂
が
大
好
き
で
、
よ
く
お
歌
を

う
た
っ
て
い
ま
す
。
い
つ
ま
で
も

笑
顔
で
い
て
ね
。

※
掲
載
希
望
は
１
歳
に
な
る
月
の
前
月　
２０

日
ま
で
に
市
長
公
室
広
報
担
当
へ
（
８
月

生
ま
れ
…
７
月　

日　

ま
で
）

２０

（火）

子
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て

子 
育 
て
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保
健
・
医
療

保
健
・
医
療
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母
子
・
父
子
家
庭
、
障
害
を
お
持

ち
の
お
子
さ
ん
を
養
育
し
て
い
る
方

に
各
種
手
当
を
支
給
し
ま
す
（
表
１

参
照
）
。
ま
だ
申
請
し
て
い
な
い
方

は
お
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

い
ず
れ
の
手
当
も
所
得
の
制
限
が

あ
る
ほ
か
、
児
童
が
施
設
に
入
所
し

て
い
る
場
合
な
ど
受
給
出
来
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
今
月
か
ら
児
童
扶
養
手
当

は
、
平
成　

年
中
の
所
得
で
判
定
し

２１

ま
す
。
ま
た
、
児
童
扶
養
手
当
を
受

給
し
て
い
る
方
に
は
８
月
ま
で
に
現

況
届
を
送
付
し
ま
す
。
詳
細
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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８
月
か
ら
父
子
家
庭
の
方
も
児
童

扶
養
手
当
の
対
象
と
な
り
ま
す
（
表

１
参
照
）
。
該
当
す
る
方
は　

月　
１１

３０

日　

ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

（火）

　

申
請
者
本
人
と
、同
居
の
家
族（
直

系
血
族
・
兄
弟
姉
妹
）
の
所
得
制
限

が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、次
の
方
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

①
申
請
者
や
児
童
が
公
的
年
金
を
受

給
中
②
児
童
が
日
本
国
内
に
居
住
し

て
い
な
い
③
児
童
福
祉
施
設
に
入
所

し
て
い
る

　

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■問
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育
て
課
助
成
係
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■日
 

７
月　

日　

午
前　

時
〜
正
午
■場
 

２７

（火）

１０

落
川
交
流
セ
ン
タ
ー
※
直
接
会
場
へ

■内
 

健
康
体
操
、
大
正
琴
で
の
楽
唱
■費
 

　

円（
お
茶
代
）■持
 

タ
オ
ル
、
飲
み
物
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■日
 

７
月　

日　

午
後
１
時　

分
〜
３

２７

（火）

２０

時
※
時
間
予
約
制
■場
 

生
活
・
保
健
セ

ン
タ
ー
■内
 

歯
科
医
師
に
よ
る
検
診
・

指
導
�
■対
 
　

歳
以
上
の
方
■定
 

先
着　

２０

２０

人
（
事
前
申
込
）
■他
 

保
育
�

�
�
�
�
�
�
�
�
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�

　

女
性
特
有
の
が
ん
検
診
（
子
宮
頸

が
ん
・
乳
が
ん
）
の
受
診
率
向
上
を

目
指
し
、
対
象
者
に
が
ん
検
診
手
帳

と
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
を
送
付
し
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
…
■対
 

平
成　

年
２２

４
月
１
日
現
在
、　

歳
・　

歳
・　

２０

２５

３０

歳
・　

歳
・　

歳
の
方

３５

４０

�
�
�
�
�
�
…
■対
 

平
成　

年
４
月

２２

１
日
現
在
、　

歳
・　

歳
・　

歳
・

４０

４５

５０

　

歳
・　

歳
の
方

５５

６０

　

対
象
者
に
は
８
月
中
旬
頃
に
案
内

を
送
付
し
ま
す
。
日
野
市
子
宮
が
ん

・
乳
が
ん
検
診
を
実
施
し
て
い
る
医

療
機
関
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

ど�
な

り�
あ�

表１
支給額対象

申請の翌月分
から児童１人
につき
月１３，５００円

次のいずれかに該当する平成４年４月２日
以降生まれの児童を養育している父、母ま
たは養育者
①父母が離婚②父または母が死亡③父また
は母が重度の障害者④父または母が１年以
上生死不明⑤父または母から遺棄されてい
る（仕送り、連絡などが１年以上ない）⑥
父または母が１年以上拘禁されている⑦婚
姻によらないで出生（認知されていても認
知の父に扶養されていなければ受給可）

育
成
手
当

申請の翌月分
から児童１人
の場合
…月９，８５０円
～４１，７２０円
児童２人目以
降は加算あり
※所得に応じ
てかわりま
す

次のいずれかに該当する平成４年４月２日
以降生まれ（一定の障害がある場合は２０歳
未満）の児童を養育している父、母または
養育者
①父母が離婚②父または母が死亡③父また
は母が重度の障害者④父または母が１年以
上生死不明⑤父または母から遺棄されてい
る（仕送り、連絡などが１年以上ない）⑥
父または母が１年以上拘禁されている⑦婚
姻によらないで出生（認知されていても認
知の父に扶養されていなければ受給可）

児
童
扶
養
手
当

申請の翌月分
から児童１人
につき
月１５，５００円

次のいずれかに該当する２０歳未満の児童を
養育している方
①愛の手帳１～３度程度②身体障害者手帳
１・２級程度③脳性まひまたは進行性筋萎
縮症

障
害
手
当
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　家族や仲間同士で楽しく食事をしたり、
料理を作ったりしている笑顔の写真を募集
します。

▼応募方法
　８月１３日（金）（必着）までに郵送、持参ま
たはＥメールで。郵送・持参の場合は実施
要領（健康課、市役所１階市民相談窓口、
七生支所、豊田駅連絡所、中央公民館で配
布）の中にある応募票に必要事項（住所、
氏名、年齢、職業、電話番号、作品名、作
品にまつわるエピソード）を記入。Ｅメー
ルの場合は必要事項を本文に記入し、作品
を添付。詳細は実施要領及び市ホームペー
ジをご覧ください。
問〒１９１－００１１日野本町
１の６の２生活・保健セ
ンター内健康課（�gen 
ki@city.hino.lg.jp）
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麻
酔
科

は
、
手
術

室
で
の
麻

酔
、
痛
み

の
治
療
に

あ
た
る
ペ

イ
ン
ク
リ
ニ
ッ
ク
、
緩
和
医
療
に
つ

い
て
診
療
し
て
い
ま
す
。

　

手
術
室
で
の
麻
酔
は
、
手
術
中
だ

け
で
な
く
手
術
後
の
痛
み
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
も
含
め
、
患
者
さ
ま
が
安
心

し
て
手
術
を
受
け
て
い
た
だ
け
る
よ

う
心
が
け
て
い
ま
す
。

　

ま
た
麻
酔
科
外
来
で
は
、
足
腰
の

痛
み
、
首
や
腕
の
痛
み
、
帯
状
疱
疹

後
の
神
経
痛
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
痛

み
を
神
経
ブ
ロ
ッ
ク
注
射
や
薬
で
軽

く
し
て
再
び
明
る
く
生
活
出
来
る
よ

う
な
総
合
的
治
療
を
目
指
し
て
い
ま

す
。

　

当
科
で
は
、
外
来
通
院
が
困
難
な

方
の
痛
み
治
療
や
検
査
な
ど
入
院
治

療
も
積
極
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
が
ん
に
よ
る
痛
み
を
持
つ
患
者

さ
ま
の
痛
み
治
療
や
在
宅
支
援
も
行

っ
て
い
ま
す
。

　

痛
み
を
起
こ
す
原
因
が
は
っ
き
り

し
て
い
な
い
場
合
（
慢
性
疼
痛
）
や

原
因
と
な
る
病
気
を
治
す
こ
と
が
出

来
な
い
痛
み
（
が
ん
の
痛
み
）
な
ど

で
は
、
相
談
出
来
る
病
院
や
医
師
は

多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
痛
み
に
つ
い
て

気
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

ぜ
ひ
、
当
科
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▲

ペ
ロ
ッ
タ
く
ん


